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三 上野の戦争 三

正月だから，何か，お円出たいものと，思い

ながら，戦争と云う様な有難くないものになっ

てしまった事をおわび申とげます。

始めてのものをさがしているうちに，戦争の

始めてを書き出す様になってしまいました。

明治元年の上野の戦争は，どの木を見ても戦

争と云う字句がつかわれています。規模の大き

なものでも，それまでに戦争と呼ばれたものは

ないようです。何々の戦，何々の合戦と呼ばれ

ていたようでした。

徳川政治を希む者の最後の集りに「永い事徳

川さんにたべさせてもらったんだから，どっち

がわるいなんてことは問題じゃねえ，徳川さん

に御恩をお返しするのはこのときだ」と云う必

見の人と， 「べらぼうめ，このお江戸を長州や

薩まつぽの田舎侍にあらされてたまるか」と云

う意見の人が参加して， 「上野の山で一花咲か

そうじゃねえかと，勤皇派の官軍に刈して， 賊

軍として戦ったのがこの戦争。

このときの様子を 「統武江年表」で読むと

同，十五日，雨天，暁より官軍束叡山に向

はれ，山内に節り居し，彰義隊と号せし脱走

の浪士と戦斗あり， 谷中辺を始めとして大砲

を放され，叉三枚橋通りへ押寄せ，双方より

大砲を発して戦ひに成り，夜に至り山門其外

に火を放っか故憎むべし，さしも裂を並べて

壮麗なる根本堂，多宝塔，輸蔵，鐘楼，r/jf；行

堂，法華堂，文珠楼，御本坊，寺「I，は木党院

凌雲院，寒松院，t京（泉院，覚王院，顕明院，

明教院等倶に舞馬の聞に躍り，片時の間に烏
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小 鯖枯葉言

有となれり。

清水堂， 山王社時の鐘，慈眼堂，大イム当f:,

忍岡稲荷社下寺等は残る。右戦争夜半に及び

浪士大半亡び，又は逃亡して一挙に鋲れり，

木時閣璃光仏は退せられた り。瑠璃殿並吉祥

閑の勅額，寛永寺の御反翰さまさまの令部－' 

仏具等多く焼失たる由なり。

此兵褒，下谷山下等の町家寺院に及し，三

枚橋北ハ瀬川屋敷，五条天神宮，元二王門前

御家来屋敷， 啓運寺， 車坂~IJ, 浅草寺町の

辺，町家寺院，御徒士組屋敷，南は黒「＇JlllJ,

大門ITIJ ， ’li~楽院，イ中町， 街l数寄屋町，西ハ谷

中喜光寺坂三｜崎の辺にいたる迄町屋寺院悉く

焼却せり。

次に火元の状況を，下谷灰役所，本郷区役所

浅草区役所，遡l吋区役所，赤坂区役所の答申円

から調べてみると

下谷区役所答けl

明治一午五月 1-71.日戦争火災取調

上野公園地 戦争

同 兵火全焼－：：－.十戸

i11H炎木間j ｜司ド：j 一戸

JiiJ三桁IJIJ 同同四十五戸

[ri] [1d 流ヲiji即化一人

五条lllJ 兵火全焼十六戸

上野山下UIJ 同 fed六十一戸

｜司県門lllJ 同同五十六戸

同北大門町 同同 九戸

池ノ端仲町 同全焼三十二戸

半焼 一戸



一
戸
一
戸

六

一

全焼

半焼

死傷人無之

浅草北松山町，南松山町之内一人

九十戸

流部即死

兵火全焼

同

下谷数寄屋町

半焼一戸

麹町区役所上申

五月十六円永岡馬場斎藤金之茂邸放火

全焼

赤坂灰役所答申

戦争死人並兵火

明治元年五月十六円官兵赤坂氷川町，｜円武土

地閉幕旗下多賀上総介邸ヲ囲ミ焔撃セリ

一，右邸内潜伏人撃殺

一，同邸宅放火焼失

とある。

さて，次に各械の攻口が「江城円誌」に出て

いるので，これを写してみると，

五月十Ji円上肝山内屯栄之賊徒追討トシテ

未明ヨリ各務之兵隊大下馬ニ相11・1jlj，名隊列ヲ

撚へ繰川シ夫々木ノ攻口ヨリ攻入，愉快之奮

戦ヲ遂，賊徒；忽チ敗走シ上野山内悉ク灰臨ト

ナリ夜七ツ半II~＇凱阿ス。此口討取処ノ E氏徒山

内所々ニ掠々トシテ其－数ヲ乃く7、l

凡千人余。

二戸

人

戸
弐

弐

〆全焼六戸半焼 五戸

全焼 一戸

同 三十戸

半焼 三戸

全 焼 七 十 戸

同百六十一戸

同 十五戸

半焼 一戸

全焼 十一戸

同三十一戸

半焼 六戸

同 十七戸

同 十三戸

半焼 三戸

全 焼 十 七 戸

半焼 一戸

同

同

上野南大門町

上野町二丁目

下谷町壱丁目 同

同二丁目 同

下谷仲御徒町四丁目同

同

同

同

同

同

車坂町

上車坂町

下車坂町

豊住町

万年町一丁目

同

同

同

同

同

隠州、｜， 肥後，

長升｜，肥前，

村，佐士山

II巴前，筑後

。ilJIJIT，伊州、｜， 佐土原

臨時隊（尾川｜〉

一番御門ヨリ水道橋阿川、｜

水道橋ヨリ水戸邸辺尼州、｜

聖’市：近辺 新発問

森川宿追分辺 。［同IT

大川橋 紀州，軍'ii~両人

千住大橋 ｜夫IHI

川口 大久保与市

沼田 肥後

戸間川 vm11n・ 

下総古河 JI巴1JIT

武蔵忍 芸州

同川越 筑前

戦争は上野の山だけでおわっているのではな

因州

筑後，大

手守派攻口左ノ通

湯島ヨリm門前

本郷

日山邸

水戸邸

全焼 六戸

半焼 一戸

全焼 三戸

同六十八戸

同六十四戸

同 拾八戸

同 恰八戸

同弐拾五戸

同 拾六戸

同 拾四戸

同五十六戸

半焼 二戸

全焼四十壱戸

同 壱戸

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

岡 山伏町

谷中町

谷中初音町一丁目

同町弐丁目

同町参丁目

阿茶屋町

同三崎町

同三崎北町

下谷坂本町壱丁目

二丁日同

同

同

同町弐丁目

同町三丁目

全焼百四十八戸

全焼 十二戸

全焼千i：戸半焼二戸

全焼 三十四戸

本郷区役所答申

明治一年五月十五日上野戦争之節放火に限り

焼失致候町々

一，湯島天神下同朋町

一，根津八重垣町

一，駒込千駄木町

駒込千駄木坂下町

死傷人等無二御座一候
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但，

浅草区役所答申

明治一年五月十五日放火



かった。麹町の辺から遠く下総古河まで延長し

ていた。

「静寛院宮日誌」にはこの当時ーの模様が次の

様にかかれている。

五月十四日子刻，錦を以回安より申聞られ

候次第上野に罷在り彰義隊渉Ii騰ニ付， 今日未

刻比上野ニ有レ之候霊牌重擦の類今日中ニ取

片付候様田安へ御達し有レ之候ニ付暫部猶予

願え為，田安家来西城江出候へ共未帰ら候，

細川浩よ り内々承 リ候へハ今藤彰義隊掃撃の

為兵隊押進候由告有，付ては田安より鎮燃も

可レ致候間暫時御猶予大総督府へ使を立願呉

候様頼也。

即刻申付後藤河内是を勤，錦仲直ニ 口上申

述寅刻比田安家来帰リ ，是非共今日中ニ取片

付候様御返答の由也，服部筑前取鎮ニ早馬ニ

て出候よし也，卯刻過後藤帰リ下参謀樋口勘

介江面談何卒御進軍御止の様申述，猶上参謀

新田三郎江申聞候猶書取ニても持参候や尋の

謹 賀

由仲村より申入后の趣田安江申聞十五日卯刻

過田安より歎願書差出され猶又願呉候様頼れ

藤より大総督府参謀への書添再ヒ後藤河内西

城江出今朝藤崎使ニ来ル万一夫々方立退等の

節当邸に立退れ候様申聞，未刻過河内帰リ書

取下参謀に渡上参謀より飛露に及候得共，何

分討伐諸藩江御達しに相成進軍ニ成り事故何

共御返答ニ不レ及よし答候趣承リ帰ル右の趣

田安江申開同到筑前帰リ上野へ出彰義隊長江

面談し教諭候処深く恐入両三日掃撃ハ延引被

下候ハいか様共取鎮候趣申述其後ニ戦争ニ相

成候ニ付不レ 得レ止帰 リ候趣錦より承ル，j支

刻過見廻り の使番帰 リ上野ハ最早鎮リ輪王寺

宮ハ行衛不分明ニ付其辺の者ニ尋合候処一向

相不レ分乍ニ多分ー 日光会津の中へ御立退ニ

成ルヤ申聞，寛永寺本堂中堂ハ兵火ニ失御霊

尾ハ残リ有趣錦より承る。

（筆者，東京消防庁指導課）
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I l l~ －一 一一
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円＂＇tヨ「内

1. 概安

2. 政令と旧市rnJ村条例との関連について

2 (1) 趣旨は飽迄も火災予防

3. 

2ー（2) 政令の字句にとらわれ過てはいまい

か？

2一（3) 政令附則第 2号の問題点について

政令，省令の審議会の提案。

4. 危険物取扱主任者の問題。

4-(1）丙種取扱主任者の新設を希望。

4一（2）取扱主任者の免許書を 3～5年毎に

書替へるこ と。

4 -(3) 危険物の解説等の訂正。

概 要

昭和34年 9月26日，政令第 306号を以て待望

した危険物の規制に関する政令が公布せられ，

又同年9月29日総理府令第56号を以て危険物の

規制に関する総理府令が定められた。危険物を

担当する消防関係者が久しきに渡って待望し，

全国的に統一せられた画一的な危険物の指導取

締りが一応，法体形を整備して出現した訳けで

ある。

爾来満2ヶ年の歳月を経過したが，その運用

に当つては幾多の疑問を，或は矛盾を感じる。

全国各地から質問書や照会が国消担当官の机上

に山積し，来客の応待にいとまなき有様と聞い

ているが，過日通牒で危険物の規制に関する政

令第23条の特例基準について（自消甲予発第25

ぴ横浜市消防局予防課技師兼神奈川県消防学校講師〉

清

4-(4) 

水 忠 雄
＊ 

11111 
11111 

11111 
11111 

- -11111 

． 

取般主任者の責任制の確立・－－－－－申請

書には必ず取扱主任者の印が必要と

すること。

4一（5) 表彰制度の確立。

5. その他

6. 

5一（1) 仮貯蔵と屋外貯蔵所。

5ー（2）ー火災学会，日本化学会防災委員会等

の研究発表事項を政令，省令等に取

り入れること。

5一（3) 損保の消火規制との競合問題。

5 －~必 舟そう の問題。

結合

以 上

号，昭和36年 5月10日付〉と云う適用除外或は

寛和処置の適用基準が出されて，全国各地から

の疑問氷解の一助となったことは喜こばしいこ

との一つである。此の機会に更に上記政令，省

令の疑問点を究明し，更により良き，守り得る

技術法令にして貰いたいと考へ思い付いたまま

に書いて見た。良薬は口に苦しとか，筆者の意

のある処を了とせられ，苦言も叉許されるもの

と信ずる者である。

2. 政令と旧市町村条例との関連について

2ー（1)

2一（2)

趣旨は飽迄も火災予防……

政令の字句にとらわれ過はしない

か？

既に述べた様に政令，省令は従来から公布，

実施を見ていた旧市町村条例が母体の筈であ

る。旧市町村条例は国から示された準則に基い

- 5ー



て各地市町村の特殊性を刻，，床してそれぞれの市

町村議会で可決成立したものであり，その趣旨

は飽迄も火災子防を主｜肢としたものであった。

新に公布実施を凡た政令，省令にしても，旧

準則を母体にして日進月歩の科学界の推移にll~i

応した危険物の規制であり本質的には何ら変る

処のない筈である。然、るに一部には政令をオー

ルマイテイかの虫IIくに考へ，そのサ’句にとらわ

れ過さfて恨本的な火災予防を逸脱して，無理.J11'

しとも考へられる様な指導があるやに｜却し、てい

る。誠に慨しき事柄で，日｜いては消防全休の行

政能）Jをも疑れる恐れなきにしもJI＇ず で心すべ

きことである。

2ー（3) 政令附則第2+J・の川題点について。

この問題については今迄に色々と論議されて

いる。此処でくどくどしく考へを述べ時とは)5・

へなし、。

昭和34年10月10日付・ 国消甲予発第17号を以

て「消防法の一部を改正する法律等の胞1Jにつ

いて。」なる通述の中で第八法改正に伴う経

過措置に凶する：J;:引の 1 1 1 に「l~H則節＿：＿J]lの趣旨

にかんがみ，製造所等の実態をJ"I'.]思し，当該製

造所等の危険性を考慮して適切に指噂するとと

もに，必要に応じて適合命令を発する場合には

実状に日11した適切なものとされたいこと。」と

ある。

政令を立案した方々のお話しを承っても，政

令の ~1 1に附則第 2 号を加えなければ成立しなか

った係な客観状況を無侃してrp乙論駁すること

は如何かと思われる。

要は常識的にものを考へ，立法の趨旨が火災

予防であることをせんじつめて考へて行けば解

決出来ない問題は少ない筈である。

3. 政令，省令の審議会の提案

一学者，業界代表，市町村担当者代表等より

構成し改正案を審議せしめでは如何 ？ー

危険物の規制に関する政令，省令は御承知の

通りの技術的な立法，規制である。立法に当り

並々ならぬ努力を重ねられ，その立案に技術者

を代表して参画せられたN技官も云って居られ

る通り，決して満足すべき技術政令，省令とは
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云へなし、。

先張絡の火薬類取締法，高圧瓦斯取締法等と

比較検討した；場合， 歴史の浅さに起因する浅草~

さはおほうべくもない事実である。然、し我々 は

この政令，的令の何処を質問せられでも明確に

答へられる様な技術法令に危険物をしなければ

ならない責務がある。誰れかがするだろうグと

云う安易な考へ方は怠桁であり，技術的に見て

正しい，そして守り得る放底の基準でなければ

ならない・… と深く信iずる者である。

それが為めには襟題に掲げた如く，日進月歩

の科学：wの進歩にII夙応して改正審議会を副題の

虫IIき構成で7首設し常に研究すべきである。

先輩の火薬，高圧瓦斯等にしても，その筋の

権威者よりなる審議会の答申に基いた技術立法

であり，守り得る，叉守らねばならぬ最底の防

災基準帝京である。かくてこそ民主主義のルール

に則った民立を表象したものと云うべきであ

る。その店、＇！－／ミで潜越な 言い分ではあるが，あえ

て此処に提案する次第である。如何に立派な技

術法令でも守れない法令では立法の根本問題で

ある火災予防は到底達成する ことが出来ないこ

とを重ねて申 し添へる。

4. 危険物取扱主任者の問題

4-(1) 丙極取扱主任者の新設を希望。

従来各地市町村で施行せられていた標題の取

扱主任者の免許試験も，消防法の改正により各

地都道府県で実施せられ名実共に国家試験とな

った。以前六大都市相互間では免許試験にしろ

免許占の書き換へにしても極めてスムースに取

り行はれて， トラフゃルを起す様なことは無かっ

た。取扱主任者には既に御承知の通り甲種，乙

種の別があって，甲種取扱主任者は危険物の全

類を，乙種取扱主任者は自己の取扱う類のみに

与へられる資格である。各都道府県で施行され

ている試験問題を見ても次第に難しさを加へて

行く燥である。

甲種を希望される方は大部分が化学を専攻せ

られた方で，国家試験になっても比較的に容易

に取得され，神奈川県の例を取っても合格率は

非常に長く70%前後の由である。



一方乙種を希望される方々の学歴はまちまち

で，従って合格率も非常に悪く 40%内外の由で

ある。

乙種の中でも四類を希望される方が圧倒的で

それ等の方々の業態も給油場，移動タンク（ロ

ーリー）の運転手，中小工場のボイラーマン及

灯油を販売する炭屋さん等千差万別で，切実に

乙種第四類の取扱主任者の免許証が無ければ仕

事がやって行けない方々ばかりで，消防法を忠

実に版行すれば大きな社会問題になるべき事案

である。これ等の方々が消防法を始め危険物の

政令，省令更に難解な物理，化学の;i.~礎知識，

方r1うるに専門の類の危険物の性質，性状等を勉

強し短i時間に与へられたそれぞれの項目の試験

問題40～50題の中正解のものにO印を付けるの

であるから大変な難事業である。一見O×式は

簡単の様であるが，問題そのものを理解してい

る人には容易であっても，然らざる方には難し

いものであるO 加うるに 5問中正解 1問と云う

ものの似かょった答が 5つ以上考へられる場合

も多いので，我々と云へどミスがあり勝ちであ

る。

斯く考へ来ると現行の乙種の資格は移動タン

ク（ローリー〉運転手，給油場のスタンドマン，

重油ボイラーのホイラーマン及指定数誌の10倍

未満を取扱う省等には甚だ苛酷な要求であるこ

とが判明する。従って筆者は丙種取扱主任者の

新設を提案し，丙種には自己の取扱う危険物の

性質，性状の把揮の有無，消火器の鍾類及その

取扱，非常H寺の処置等について勉強して貰い，

それを試験する様にし，新に丙種取扱主任者の

新設を切に希望する次第であるO

かくする事により 1年に僅か二r'!.I極度の凶家

試験で受験したくとも機会が少し又難かしく

て何度受験しても合格しない方々，そして叉消

防法10条にある取扱主任者の免許の無い場合の

危険物の取扱い， .f,!flち取扱主任者が立会はなけ

れば取扱ってはならなし、。法律の趣旨，精神が

矛盾なく生きて米て火災予防が名実共に達成出

来る訳けである。

4一（2）取扱主任者の免許書を 3～5年毎に

書換へるこど。

今回の法改正で全国的に有効な取扱主任者の

免許書が発行されて一応一段落はしたものの，

終身免許iきである現状には一考を要する。例へ

ば免許書に添付せられた写真が 3年後，5年後，

10年後では実物と相当の相違の出来ることは必

然、の型である。此れは当然、3年後或は 5年後に

書換へをしなければならない問題で，その機会

に不要になった免許書，死亡した方，転勤転居

された方々等々の整理が出来，一方消防に対す

る認識も新たにせられ，ヲ｜し、ては本人の取換主

任者である ことの再認識から火災予防の達成も

出来るものと考へたい。

4-(3) 危険物の解説等の訂正……

取扱主任者免許芹を取得したいと考へる方が

勉強せられる教木に，消防庁制著の危険物の解

説，或は危険物関係法令の解説がある。法令，

府令を立案審議された後に更に短い日時に各係

官が手分けされて執筆せられた由で，その御苦

労の並々ならぬ点は充分に了解出来，敬意、を表

するものである。然し此等を教材として使用し

た場合，時々そのIHI速に気が付いて早く訂正願

いたいと思うのはあながち筆者一人である とは

考へられない。危険物の解説で一例を挙げると

「同P36( e）熱伝導率…・ーの処で「・…いまた

木村などが平而より角の部分が燃えやすいのも

逃げる熱量が，角の部分が少ないからである」

とあるが， 一般には仲々理解され難く，むしろ

(d）の酸素との接触状況・…・・より考へ此処（e)

よりむしろ（ d）の処での説明なら誰れにでも了

諒されると考へるものである。叉「同P44(e) 

その他：でまた最近ローデツド ・ストリ ームと

呼ばれるものがあるが…・・・云々」でロ ーデツド

．ストリームなるものを知っている消防関係者

は僅少で……否筆者の知る限り全然知らない人

が多数であること……から今少し説明を加えて

裁きたい点でもある。

一番卑近な例でガソリンの爆発範 囲を同 書

P, 75及P,87には約1～6%と明示されてい

るのでP,37の熱焼範囲（爆発範囲〉の処でその

旨説明した処P,110の表ではそれが 1,4～7, 

6%となっていて，講義していて奇異な感じが

する。恐らく米国の NationalFire Cordesよ
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り取られたものと思はれ信頼出来得る数値であ

るので同書のp'75, p' 87等は何れも 1～ 8

%と訂正して戴いた方がもっとすっきりするも

のと考へられる。性質，性状その他にも小さな

誤りが散見されるが，それを追究するのが目的

でないので割愛する。

危険物関係法令の解説についても同様なこと

が云い得る。 1例を挙げると良く問題になる事

柄で地下タンクを地下に埋設する場合，素捌工

事で施行すると政令第13条の14で「ふたを厚さ

0.3メートル以上の防水の措置を講じた鉄筋コ

ンクリート造とすること。」とあり，これが解

説で同書P,197に「……又は葦を支える支柱を

設ける必要が起ってくる一…。」 と解説してい

る。一見何んでもない様な事柄ではあるが，地

方の一部では拡大解釈せられて，何んでもかん

でも素堀工事には支柱が必須条件として指導さ

れる。筆者の過去13年余の経験からいまだ埋設

せられた地下タンクが地上の荷重で変形したと

云う事実は知らない。

簡単に支柱と云うけれども，地上のトラック

等に鉄筋コンクリートの荷重加うるに埋め戻し

の土壌等を支える為めには支柱の基礎が大変な

工事になる。松丸太或はコンクリートパイルを

打込み捨コンを充分に打って，その上の支柱な

ら話しは訳るが，こんな工事をした支柱は恐ら

く地下タンク程度の工事には出来ない相談であ

る。唯単に地下タンクを据付ける為めの捨コン

に支柱を立てた程度では地下タンクに地上の荷

重が掛る時，支柱も同様地下にめり込む筈であ

る。それよりも鉄筋コンクリートの中の鉄筋を

規制し普通に使用されている%叩×15cm×15cm

と云う様に具体的にし更に「蓋の大きさがタン

クの水平投影の縦及横より 0.6メートル以上大

きくなければならない」とあるが，より以上大

きくせしめた方が実際的ではなかろうか ？

又政令第11条（屋外タンク〉 の11，に屋外タ

ンクの弁は鋳鋼で作り，かつ危険物がもれない

ものであること。……とあり従来から石油精製

所，大量石油貯油所等ではタンクのノミノレブに鋳

鋼が使用せられていた。これ等の事実から簡単

に政令に鋳鋼と規制せられたことと推測してい
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るが， 市内の一寸した 1000£～5000£或は 10k£

程度の小タンクに迄鋳鋼ノむレブが強制されると

なると業界に与へる影響も大きし、。大げさな言

葉で云へばタンクより鋳鋼ノ〈ノレブの方が高くつ

く…・・・とまで極言せられ，消防関係に技術者が

居ないのかと云いたげな業者も居る。50k£或は

10k£以下の小タンクには鋳鉄製ノく／レブを使用 し

でも良い様にし，その反面非常時には砂を覆せ

てバルブを保護出来る様コンクリート製の箱を

設備せしめでは如何。

4 (4) 取扱主任者の責任制の確立。 …－申

請書には取扱主任者の印を必要とす

ること・・・・・・

苦労して入手した取扱主任者の資格が案外安

ぼく取扱はれている事実には我慢が出来ない。

出願書類が取扱主任者の知らぬ聞に出されてい

たり数へればきりが無い程軽視され，その反面

事故発生でもしようものなら法的に重い責任を

負はせられて，現行では納得の行かない点が多

い。瓦斯，火薬等の取扱主任者制度の如く全て

の願届書には必ず申請者の印と担当する取扱主

任者の印と双方の印が無ければ出願出来ない様

にすべきである。かくすることによって始めて

取扱主任者も自己の責任の重大さを認識し，消

防に全面的に協力する覚悟が生れ，火災予防の

突を挙げ得る こととなる。

4一（扮表彰制度の確立

火災予防の一翼を担って日夜尽力を頂いてい

る取扱主任者の方々に明るいニユースを贈りた

いと思うのは長年予防行政に従事する者の秘め

られた願いである。法的に重大な責務のみ担わ

されて報いられることの少ない取扱主任者の陰

の努力を何とかして表面に押し上げたし、。その

表れの一つに表彰制度の確立を提案する。従来

とも各市町村毎に恒例の出始式に表彰を行って

いるが・一一これを国家的に迄格上げしたい。労

働行政には無事故何万時間毎に，又それを通算

されてそれぞれの所轄労働基準監督署，同基準

局，労働大臣賞を大まかに分けて三段階の表彰

制度がある様である。市内の主な会社，工場の

応接室に掲げられたこれ等の表状をつれづれに

眺め乍ら，消防も所轄消防署長賞，市長賞（局



長又は支部長賞） ，消防庁官賞，自治省大臣賞

の四制度或は総理大臣賞を加えて五制度の表彰

制度を設けて全国的な視野から，恵れない又陰

の努力が無駄にならない様取扱主任者や優良会

社，工場の表彰を心から願うものである。

5. その他

5一（1) 仮貯蔵と屋外貯蔵所…・・

仮貯蔵については従来から色々と問題が 多

い。然し法令を運用する場合に飽迄も 2-(1）に

述べた如く火災予防上良いか悪いかを念頭に置

いて処理すれば無用な磨擦は避けられる筈であ

る。危険物の貯蔵設備の無い所へ急に何かの都

合で 2～3日カソリンドラム缶2～3tti置かね

ばならなし、。…・・・と云った事案は日常何処の市

町村でもあり得ることである。こんな場合に，

法改正に伴い新に出来た屋外貯蔵所を準用し

て，ああでもない，こうでも無いと申請者を困

らせる様なことは常識では考へられないことで

ある。叉政令第2条の 7に屋外貯蔵所の定義が

更に同第16条の 1に設置位置が，又同第26条の

6に貯蔵方法がそれぞれ規制せられている。問

題の多く時位置に関するもので政令第9条製造

所の位置を準用することから起る。又同 9条の

1の中で「……不燃材料で造った防火上有効な

へいを設けること等により，市町村長等が安全

であると認めた場合は，当該市町村等が定めた

距離を当該距離とすることが出来る。」が問題

点、となる。全消連関東支部主催に係る第3回火

災予防研究発表会の席上，東京消防庁のH氏が

「危険物製造所等の保有距離の短縮認定につい

て試案」なる題名で建築の用途地域制限等を加

味して

①指定数量の5倍未満の屋内貯蔵所

②屋外タンク貯蔵所及び指定数量の 5倍をこ

える屋内貯蔵所

③製造所及び一般取扱所等

に分けて算定式を案出し試案とされている。考

へ方としては誠に興味ある問題で，その研究に

は深甚なる敬意を表する者であるが，余りに算

式にとらわれ過ぎて，特に現地署長の裁量距離

が1米しかない等杓子定規的で面白味が無い様

な気がする。矢張り常識的に火災予防上の見地

から現地の署長さんの裁量で決定すべき問題で

可なりとする者である。

又一度安善町の石油貯蔵基地や或は 5万屯の

浮屋根タンクの林立する大黒RIJの埋立基地に立

って見ると法律，政令等で規制せられている仮

貯蔵，屋外貯蔵所等の概念は一度にふき飛んで

しまう思いがする。英米系石油会社ではガソリ

ンのドラム缶は屋外へ，モービール等機械油は屋

内貯蔵所へ貯蔵するのが立前になっていて真正

面から現行法と対照的である。その間隙をねっ

て日本の法規通りに指導するのは並々ならぬ努

力が必要である。又仮貯蔵にしても同様であ

る。この様な石油精製会社，大量貯蔵貯蔵所等

と法令に規制せられている仮貯蔵，屋外でも所

等の考へ方と別々に考へ改め，第1石油，第2

石油類でも屋外貯蔵が可能である様に機会を見

て改正すべきであると考へる。

5-(2) 火災学会， 日本化学会防災委員会等

の研究発表事項を政令，省令等に取

り入れること。

消防庁消防研究所で毎秋1回開催せられる全

国技術者会議や火災学会に於て春秋2回斯界の

権威者を一堂に集めて学術講演会が実施せられ

又日本で最も古く最も海外で信頼されている日

本化学会でも毎年1回防災委員会の主催に係る

研究発表がある。その他5-(1）に述べた様な地

域別の火災予防研究発表会等がそれぞれ防災の

立欲に燃へて貴重な研究が発表せられている。

それぞれの研究をその場限りの発表に終らせな

いで，どしどし政令，省令に取り入れるべきで

ある。危険物の規制に関する政令が技術法令で

あるとすれば，尚一層の研究が望まれる訳であ

る。その意味に於ても国消の尚一層の勉強が切

望せられる。

5-(3） 損保の消火規則との競合問題

鶴見区安善町に新設せられた 2万屯（径42,

62米×高15,22米〉の浮尾根タンクの水張検査

に出向した。外観検査をして底板からの漏洩の

有無を見て上部の浮屋根に登って見て難しい問

題にぶつかった。

それは固定消火設備の問題で円周に沿い 6ケ



の泡沫消火剤の注入口が四角な型でポツカリと

側板と浮屋根（ポンツ一部）との1u-1のIL¥J隙をねら

っている。若しこの浮屋根に火災が起るとすれ

ば，この側倣と浮屋恨のポンツ一部との｜首l隙で

ある。昭和30年オーストリアのシドニ附近の石

油貯蔵所で雷鳴を伴う’ぷ雨の夜に 2万屯の浮屋

根タンクが六基同時に火を1噴いた功1斗が勃発し

た。これは 2万屯の汗屋根タンクの近くに避雷

針があり，この避雷針に格雷し，このII~＇タンク

の鉄似と鉄板のllJJに誘導五流が流れてスパーク

し耐洩していた可燃性瓦j析に着火して，六基｜司

｜時に火を噴いたと云うのである。これ等の事例

側板より堰板の方が高い。

から一応浮屋根タンクの消火設備には側散とポ

ンツ一部の間隙に泡沫消火剤を註入すれば良い

とせられて居り，政令， ti令には何ら規制せら

れていないが，損保には規定せられていゐ。

向上

損保 ：消火設備 ：5

泡消火設備規則第12条

特型泡放出口…－－

今、仲

「1.浮屋根の上に設ける極板の高さQ.9米以上

とし，その位置は側板より 2.5米以上刷った所
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とすること」・・・…とある。昭和33年10月， A石

油精製所の原油貯蔵の 2万屯の浮屋根タンクが

沈没した事．例が当市にあった。問題はこの堰板

の高さである。検査時は満タンクで側板、より堰

似の方が2～30糎高くなっている。暴風時にた

またま満タンクで側板より堰i反の方が高い場合

A:¥1!J-~J1所の二の舞をしないと誰が断言出来るで

あろうか。早速係員と打合せ して是正しようと

した処，損保の規則にぶつかって，その方面の

了解が先決であることが判明した。後日国消N

技官立会の下に泡消火剤を放出して尖験し，益

々その感を深くし困消を通じ損保に申し入れを

して戴くこととなって解決した。堰似ーのi高さ2え

その位置が問題で，実験の結果これは試案であ

るが， ；堰*1:の

i白さ 0.5米内

外。位置は側

板より 1.5米

以ヒ｜漏った処

が適当と考へ

られ， i手屋根

タンクの大小

により呉なる

も；技大はポン

ツ一部の中央

部が理想の様

に判断せられ

た。堰似の高

さも浮力から 改造前の火災消火設備

考へれば軽い程望ましいので0.4～0.5米の高さ

が望ましい。

5一色） 舟そうの問題

平水区域を運行する許fl輸送船並准｜貯蔵船（或

はパーン被曳船）は旧市町村条例で仲々うまく

行政指導せられていた。然るに政令では諸種の

事情から全面的に削除せられた。事は簡単では

あるけれど消防，業界に与へた影響は実に大き

い。舟そうが一番問題になるのは外海に面した

市町村殊に六大都市では特にその感が深い。御

承知の通り横浜市は特殊な石油基地でもあるの

で平水区域を運行する油輸送船（タンカー〉及

被曳船（パージー〉の数は数百隻に及び毎月の



様に増加の一途にあり，これが鶴見川沿の運

河，神奈川区の運河等にひしめき合っている。

タンカーは一応海運局が検査することで解決し

ているがパージーはいまだに町’放である。接岸

すれば勿論消防法に云う防火対象物であって法

上から見た浮屋根タンク

四条の立入検査の対象になり，東京，大阪両者II

市では引続き従来通り指導，取締りをしている

由であるが，他都市は消極的で残念乍ら足並が

揃っている とは云へない。接岸したがiそうのゴi牟

故は当市でも年に数件あり一朝事ある場合は大

変な事態を招来するであろうことを恐れる者で

ある。国消も六大都市，その他の関係都市がー

丸となって真剣にその予防対策を樹立すべきで

ある。

6. 結 日

思い付くままに危険物の規制に関する政令，

省令の公布，施行後の問題点を取り上げて検討

を加えた。小さな問題，その他公表出来ない様

な問題等々が数限り無くある。比較的重要な問

題で早急に取り上げ解決して戴きたいと思うも

ののみを集めて見た訳けである。文足らずして

靴底をかく感がしないでもないし，叉甚だ失礼

な言い分もある事は十分承知の上であり，心あ

る方には共感を呼ぶ何らかのあることを信じて

疑はないものである。決して政令， 省令にケチ

を付けるものでは無く技術法令として更により

良きもの，守り得る立派な法令にして戴きたい

と念願する者である。又如何に立派な名文の法

令でも現実離れのした，技術を無視した作文で

は何ら役に立たないと云うことを強調したに過

向上改造後

向上改造後 （側面図〉

ぎないのである。此のささやかな報文の中から

1件でも多く取り上げられて実現すれば筆者の

喜びこれに過るものは無く幸甚の到りである。

以上

Ci在者は横浜市消防局予防課勤務〉
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A石油KK第2精油所 （建設中〉

A・…・・43, OOOK L浮屋根タンクー・市条例lにより許可。

B・・・・・・50, OOOK L ……政令による許可。

C ・・・・・・20, OOOK L " ……台風により i~汲したもの。

t＇・.. ..,,. .. ..，，・・J、f、，；•－.，；•.. ，；・. ..,, .. ..，，・・〆～f

； オ一トスライド火災報知機 ； ： 当協会では街路火災報知機や［J動火災報知機など火災通報設備について ； 
｛ 一般の方々にわかりやすく解説した天然色オ一トスライド“火災報知機，， ｝ 

〉 を作成いたしましfこO

く 映写時間は約14分で一般の人々はもちろん工場やビル等の防火管理者等 ： 
の方にも是非見ていただきたいと存じますO

フィルム ・録音テープの購入をご希望の場合は下記へご連絡下さい。

また録音説明書もございますからご希望によりお送りいたしますO

／フイノレム ¥ 3, 100¥ 
価格 1組 ¥4, 400 送料不要 〔録音テープ ¥ 1, 300) ミ

東京都千代田区神田淡路町2丁目 9番地（損保会館〕： 社団法人 日本損 害 保険協会 ； 
予防広報部 ｛ 

電 話 東 京 （251)0凶 ・5181 ) 
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↑斜前面から見た新型車 ↓起立させた梯子の昇降器の手すりを起しているところ



→昇峰器の操作中、昇降器には

2人乗っている

．東京消防斤の屋上から傭憶した消防車、

左側にある消防車も同型のものである





新型梯子消防自動車の

あ り ま し
‘・ωド旬、，.，........向、＿..目、h ，，、、，，... .. ....剛、w•，・旬、・’町、d・ 、，，・、・ω’ ....＿.’・・．，”，，、、．，・........ ，町、M・’...＿’『切・’e、．．，，・.._ ...、．，，旬、...p 、＿，，’句、，，、d 戸川4・4’‘....，...・、.........＿＿.，崎、．，拘句”B，司、．，何・＇＂，，、、，...・a

昭和36年度予算によって製作中の梯子自動車

の梯子の機構は昨年同様全油圧駆動方式である

が，シヤシーに前2軸車，6輸配列のキヤブオ

ーパ型を使用した点，梯子上をスライドする救

助用昇降装置を採用した点が特色で12月11日に

京橋および下谷消防署に配置された。

この梯子寧の配置により東京消防庁で保有す

る梯子自動車の総数は油圧式6台，機械式10台

計16台である。

車両主要諸元性能

シヤシー 日野TC51型前2軸トラツクシヤ

シー

エンジン 排気タービン過給デイーゼルエン

ジン

最高出力 200馬力

車両全長 8,710ミリメートル

" 全巾 2,430 " 
" 全高 3,500 " 
。総重量 15,242キログラム（人員を除く〕

定 員 8名（座席6名，立P古2名）

悌子の主要諸元性能

梯子の材質高張力鋼

最大伸長 31.5メートル

最大地上高超立角度75度，先端荷重2.50キ

ログラムの状態のとき梯子先端

の地上高は31.5メー トル

縮

連

長 8.16メーメル

動 5連

最大起立角度 80度

梯子作動所要時間

起立 20秒以内

倒伏 30 ” 
伸長 30 // 

短縮 40 // 

旋回 40 // 

主要装備

新型昇降器操作レパーを動かすことにより

油圧をハイドロリツクモータ一

等に作用せしめてワイヤドラム

を回転し梯子にそって昇降器が

昇降する下降能力は 200キログ

ラム，下降速度 2.0メートル／

毎秒である。

放水銃 u主

照明器具 100ボルト200ワット 1個（発動

発電機）

100ボルト500ワット 2個（発動

発電機〉

18ボルト250ワット 1個（シヤ

シー用蓄電池〉

エアラインマスク マスク 1組空気ボンベ

容量40リットル150キログラム／

平方センチメ ートル

酸素呼吸器 ライフゼム 1個

自動緩降数助器（スローダン） 1式

ボルトクリツパー 1ケ ワイヤーボル ト等

の切断用，切断径6ミリメート

ノレ

インターホン 1 

チェーンブロック 能力叩角60～80度 2000

キログラム

その他作業器具 1式

特徴

1. 前2軌事の特徴として積載荷重が非常に

大きく重量配分が合理的であること。

パワーステアリングを採用 しているので

ハソドル操作が軽いこ と。

回転半径が比較的小さい。

2. 新型数助用昇降器により人命救助が容易

に行える。

3. 空気ボンベ利用のエアラインマスクおよ

ぴ酸素呼吸器具を備えている。

- 17-
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AUTO-SLIDE・ AUTO-SLIDE・ AUTO-SLIDE 

プロパンガスの安全ABC

企 両日本損 害 保険協会

製作 サンライズ商事株式会社

AUTO-SLIDE ・ AUTO-SLIDE ・ AUTO-SLIDE 

1 郊外電車

音楽電車の廊音

女「郊外へ郊外へとのびる住宅地一一」

2 郊外の小住宅に帰宅する主婦

女「少々足は不便ですが，何といっても御門分

の家に住める幸福に勝るものはありません。

第一空気の味がまるで違いますものね。」

3 七輪で魚をやくところ

うちわであおぐ昔

女「でも帰る早々，こんな御苦労じゃいやにな

ってしまいますね。やっぱり郊外は不便かし

ら一一」

4 美しいプロパンガスコンロで料理

男「一寸お待ち下さい。そこはそれ，必要は発

明のほなどと中します。大都市郊外や地方郎

市に，最近目ざましい勢で持及しているのが

御存知のプロパンガス一一」

5 農家ヘボンベを配達

男「ボンベひとつで手軽にプJスがひげるという

ので，農村，漁村でも大歓迎です。」

6 マンガ プロパンのボンベを枕にしながら

タバコを吸う人

男「ところで，こんなに日本中に広がったプロ

パンカースなんですが，このガスの性質，危険

性といったτ］i：は，その；引にあまり良く知られ

ていないのではないでしょうか。安全という

ことに全く無頓着な人もまま見かけるようで

す。」

7 あいさっするこ人

男「そこで今日は，プロパンガスの正しい扱い

方についてご一緒にスライドを見てまいりま

しよう。お相手は私志摩夕起夫」

女「私浦川関子です。どうぞよろしく」

8 コンロの炎の大写をパックに「タイトル」

音楽

9 石油精製工場の模型

女「取り扱い方のお話をする前に，まずプロパ

ンガスってどういうものか，一寸説明してい

ただけませんか？」

男「そうですね。これは，石油が原ntlから精製

される途，－，，の高i]p［物で，炭素と水素の化合し

たプロパンを主体にして，いく らかのブタン

とかメタンなと・が混ったものなんですがー」

10 作画 ボンベ断面図プロパンの状態を図示

する

男「これに圧力をかけて液体にして，ボンベに

つめこんでありますから，コ ックをひねると

自然にガスになって吹き出してくるんです。」

11 ボンベとガスタンクを並べて比重の数値

男「このプロパンガスの特徴なんですが，まず

知っておいてmきたいのは，このガスは空気

より電いということなんです。」

女「ええと，ガス会社が送ってくるふつうの都

市ガスの力は，たしか宅気よりi怪いんでした

ね。」

12 作画 家の断面に，ガスのたまり方の比較

を示す

男「そうなんです。だからうっかり栓をひねり

忘れたり，洩れたりした場合，お部屋のガス

のたまり方は全く反対の状態になるんです

ね。」

13 タバコに火をつける横顔パックにボンベ

- 19一



男「ところでプロパ ンガスは，空気と混じる と

爆発性の気体になる性質がありますから，流

れだしたガスがお部屋の中にたまっているの

は非常に危険な状態なんです。」

女「うっかり栓をしめ忘れてタパコを吸ったり

したら大変ですね。」

男「そうですとも。爆発，火災，その上人命に

もかかわる大損害が一瞬の内に起るんですか

らね。」

14 ガスボンベに 「有臭」の朱書

男「ガスそのものは，色も臭いもなくって，都

市ガスのように吸込んだからといって一酸化

炭素中毒になる事はありませんから，結局，

爆発が一番恐しいのですね。これを防ぐため

に家庭用のプロパンにはわざわざ良いをつけ

てあるんです。」

15 コンロ二種を並べて熱量値比較

女「火力の点でも，都市ガスとは述うようです

ね。」

男「ええ，プロパンガスのカロ リーは，ごらん

のように約七倍もあります。」

16 プロパン専用のマーク

男「それに，燃える ときには，都市ガスより多

量の空気を必要とすることもあって，ガス器

具も，プロパン専用のものが作られているん

です。」

女「マークを確めて必ずLp G用とか，あるい

はプロパン用と書いてあるものを使わなくて

はいけない訳ですね。」

17 花とボンベ

音楽

女「それでは，そろそろ取扱い方のお話にいた

しましょうか一一ー」

男「そうですね，ではまずボンベの置き場処の

事から一一」

18 ボンベの据付良い条件の処

男「何より安全第ーということで，ボンベは屋

外において頂くこと，それも風通しが良くて

直射日光や雨の当らないところを選んで］頁い

て，真直ぐ安定させておいて下さい。」

19 悪い条件の処

男 「アパー トなんかで室内に置いであるのを見

-20一

かけますが，あんな危険な事はないんです。」

20 箱に入れたボンベ良い状態

女「よく箱の中に入れてあるのは，日光や雨を

除けるためなんですね。」

男「ええ，あれも結構なんですが，ただ箱の底

に必ず穴をあげておいて，風通しを良くして

おく事をお忘れなく。火の気や燃え易いもの

をそばに置かない事も大切ですね。」

21 作 画 窓，扉，などの上に設置した悪い例

ガスの流れを示す

男「それから，よく ボンベをこんなところにつ

けている方がありますが，これでは洩れたガ

スがお部屋の中に入り こんでしまいますから

危険防止にはなんにもならない事になってし

まいます。」

22 ボンベのアップ各弁の名称、

男「この他，安全弁や調整器などには，一般家

庭では手をふれない事です。またカ＊スが出な

くなってしまってからでも容器弁を聞け放し

にしてはあぶないんです。空になったと思っ

ても，大ていは底の方に液化ガスが残ってい

て，わずかずつでもガスが吹き出すものなん

ですね。」

23 金属パイプの配管例

音楽

女「次は，ガスの配管についてですが，これに

は金属パイプを使っているようですね」

男「ええ，これはもう銅製に限るんです」

24 ポロポロのゴムホースと変形したビニール

ホース

男「ゴムホースだったらプロパンを吸収してボ

ロボロになってしまう，ビニールは熱に弱く

てすぐ抜けてしまう。プロパンガスの配管に

はどちらも絶対禁物です。」

25 コンロにつないだ合成ゴムホース・フレキ

シブルチューブ

女「ゴムやビニールがいけないのは判りました

が，金属管ではコンロやス トー ブが動かせな

いで不便じゃないかしら」

男「ああ，つまりホースコックから器具の取付

のところまでですね。ここにはプロパン専用

の合成ゴムホースや， 金属のフレキシフ矛ルチ



ユーブなんかを使うんです。これも質の良い

もので，せいぜい二米位までにしておくんで

すね。」

26 作画 ガス管を引く処・煙突や電線との距

離をスーパーで

男「それから，ガス配管は，洩れの検査がし易

いように物かげや床下に通さないこと，火事

を防ぐために煙突や電線に近づけないこと，

取付けにはこんな注意も必要です。」

27 マンガ洗濯機からアースした場合の危険

女「じゃあ，ラジオや電気洗濯機のアースなん

かに使ってもいけない訳ですね。」

男「アースなんてとんでもない。万一漏電した

り古が落ちたりしたらそれこそ大変。所得倍

増ならともかく，危険倍増なんて願い下げで

すよね。J

28 コンロの前で・臭いをかぐ主婦

音楽

女「じゃ，今度はプロパンガスを使う上での注

意なんですけど一一」

男「そう，これは結局，常識的なこ とを正しく

まもるという事ですね。まず，火をつける前

に，臭いをかいでみる一一。洩れたガスが足

許の方にたまってはいけませんからね。」

29 ガスの焔 完全燃焼と不完全燃焼を並べる

男「火をつけたら，空気孔とコックを調節して

ガ、スの完全燃焼に気をつける一一」

女「火が赤いのは，完全に燃えていない証拠で

すね。」

30 プラゲをしめる手

男「使い終ったら，栓をしっかりしめておくこ

と， プラグだったら上ピンがとまるまで，パ

ルプーだったら確実にねじ終るまで一一一まあ当

り前といえば当り前なんですけど。」

女「でも，ついうっかりという事もありますも

のね。」

31 作函部屋におかれたストーブと，台所に

おかれたコンロ 壁との距離を示す

女「この絵は一一コンロやストーブを置く位置

ですね。」

男「そうそう，火の用心には壁や建具からどの

位はなすかということですね。周りが障子や

ふすまだったら，この倍位はなすのが安全で

すよ。」

女「耐火性の台の上に置く事も大切ですねー」

32 元栓をしめているネゲリジヱの女性

女「それから，お出かけやお寝みの前には，忘

れずに容掠弁や元栓を締めること一一」

男「それそれ，まずこれ位は，家庭で注JJ:しな

くてはならない最小限のことですね。」

33 ガス器具を前に女性の不審顔

音楽

女「し、くら注意したって，パイプや然具に欠点

があったのでは災宵は防げませんね。J

!l］「こればっかりは素人判断ではかえって危険

です。慌しいと思ったら，早速，販売店や取

扱店に，修Fdlや取換えをたのむコj；：で、すね。」

34 コック部分に石鹸水をぬる女性

男「ご家庭で簡単にプJス洩れを見つけるのに石

鹸水を使うのは御存知ですか 7」

女「ああ，あの筆でねる方法ですね。洩れてい

るとぷくぷくあぶくがでてきますよね」

男「ええあれが一帯良いようですね。」

35 洩れの部分 石鹸の泡が出ている処

男 「パイプやホースはもとより，調整器と配管

の継円，それにコ ックの部分もれに念入りに

やっていただきたいものです。

36 マンガ ローソクの検査

女「マッチやローソクを使う人がいますが，あ

れは危いんでしょうね。」

男「もちろん，あれは絶対にいけません。わざ

わざ災害を招いているようなものですより

37 窓を聞ける女性

男「さて，ガス洩れが見つかったら，何より先

に符~11－をしめて，まわりにある火を消し，

お部屋の空気を入れかえて下さい。」

38 ボンベに水をかけた処

男「ときに，安全弁からガスが吹き山ることが

あります。原因はいろいろですが，ともかく

ボンベにどんどん水をかけて温度を下げてお

いて一一ー」

39 電話す~女性

男「あれこれいじり廻さないで，すぐ取扱店に

連絡するのが一番です。正式な許可を受けて
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いるプロパンの取扱店は，故障には責任を持

つことになっていますからね。j

40 カレンダーに書き込んだ 「定期検査日」

女「故障ができてからというんじゃなく ，その

前の手当は出来ないものですか？」

男「まあ，ボ ンベはしょっちゅう取換えていま

すから問題はないとして，配管については半

年に一回位は是非定期検査をやっていただき

たいものですね」

41 定期検査状況

男「取扱い店に頼んでおけば，気密試験とか漏

洩検査とか，色々やってくれる筈です」

42 コンロ掃除

男「もうひとつ，家庭で出来ることに掃除があ

りますよ。お料理の煮こぼれがついたままな

んていうのでは，自然器具もいたみますから

ね。」

女「清潔は安全にも通じるという事ですね。」

43 消防車出動

サイレンの音

音楽

女「プロパンを使っていらっしゃる方は，火事

のサイレンを聞くとドキツとなさるそうです

ね。J

男「そうでしょうね。なんといっても爆発性の

強いプロパンガスのボンベをかかえていらっ

しゃるんですから一一一」

44 ボンベの容器弁を締めている

男「ご近所に火事があったら，とにかく容器弁

はしめておきましょう。燃え広がりそうだっ

たら，御家庭では中々大変と思いますが，な

るべく安全な場所に移したいものですね。」

45 パルプコックに水をかけた処

男「万一，お宅のプロパンが火を吹いたとき，

それがパルプコックなどからだったら，水を

かけて消す事が出来ますから，あわてないで

行動して下さい。」

45 容器弁をしめているところ

男「ボンベのガス出口あたりで火を吹いたとき

は，すぐ容務弁を閉めて水をかけるんです。

このとき，あわててボンベを倒さないよう十

分に注意して下さい。」

47 消火器放射

男 「火炎が大きくて近よれない場合は，炭酸ガ

ス消火器，または粉末消火器を使うのが最も

効果的です。」

女「プロパンをお使いになる御家庭では，こう

いう消火器もぜひ用意しておきたいものです

ね。」

男「それから又，延焼防止のために付近に水を

かけることも大切です。」

48 不良ボンベの取換

男「そうして，火の消えた後では，すぐ取扱店

の人に見てもらって，このような事故が二度

と起らないようトこいたしましょう。」

49 火の用心の札と消火器のあるキッチン

音楽

男「いろいろお話してまいりましたが，結局，

日頃の注意と点検，それに万ーの場合の落着

いた行動，これだけはどなたも身に付けてお

いて頂きたいものですね。」

女「そうですね。」

50 コンロの上の鍋料理が煮えている

女「題して， oプロパンガスの安全ABC m皆

さんいかがでしたか？」

51 窓ごしに見た一家の食事風景エンドマーク

音楽

エンドマーク

一一一一一一一一一一…一一一一一、
オートスライド プロパンガスの安全ABC 

このスライドのプリント（フィルムとテープ〉ご入用の方は下記へご照会下さい

東京都千代且l区神田淡路11/J2丁目 9番地

社団法人 日本損害保険協会予防広報部

電話東京（251〕0141（代） ・5181（代〉
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1. 火の子のことども

:/Tl）市の大火時において，延焼拡大への最も有

力な因子に飛火という現象があります。火焔が

燃えさかり，火面l前線の進行する延焼という此

象が，火元周囲の可燃物に対 し， 単に熱の

Radiation熱気流の吹き付けという作j刊による

辿抗1'1り延焼とい う現象のみであるとするならば

これが防火及び消防対策も，比較的作めで，￥！~

防lj災斗も日頃の訓練をじゅう分生かしnるもの

と考えられます。だが飛火という断~·ur-1にして

しかも突発性のある現象が，何H与ーでも消防lj虫斗

を出乱に陥入らしめ，折角の防火施設も無効な

らしめ大事に到り，結果として大火になる，と

いったケースが甚だ多いのであります。

このような飛火現象に対し，今日まで組織立

ててこれを究明したものはありませんでした。

そこでこの私は，これまで部分々々個々に行わ

れてきたこの分野の調査研究について，一つの

組織とプj向を与え，科学的調査への新路合間以

しようと試みたのであります。

研究への初歩的な踏み出しとして，私は従米

より混同されて使用されてきた用語（術語〕す

なわち、火の子げと、飛火νとの関係を切らかに

し，かつここでいう火の子を Gつに分類し，その

一つ一つの性状を切らかにしたのであります。

また飛火現象の性状ならびに火の子と飛火の

相違する点などを明らかにする目的で，風速，

気流と飛火の関係を実証的に追究致しました。

そこで最終的には都市の一部分に発生した出火

を，大火にまで誘発進展せしめる重大なる囚子

としての飛火現象が，火元よりの点火物として

の、火の子，，から媒体物としての可燃物－－ーす

なわち木造建物…・・・に着火するまでの態様を着

火，着炎のカ所別，材料別に分析し，それがど

のように成立するものかを究明し，もって木造

建物の飛火への脆弱点性を明らかに致しまし

た。また点火物でなくとも飛火を誘発もしくは

惹起せしめるものについても論及し，都市大火

への有力なる因子のーっとして飛火現象と媒体

物としての木造建築群との関係を究明したので

あります。

- 24ー

大火時に発生

飛火現象

亀 井

2. 火の子という言葉

ここにリくの子，，と称える用語は具体的に何

をさすのでありましょうか。今日ま で慣用語と

して使用されてきた 、火片，， あるいは 、火の粉げ

という用語が，ここで究明 しようとする飛火現

象と区別する場合，科学的術語としては適当で

ないと考えられますので，これを、火の子H と

いう字をもって表）Jlすることにして，まず研究

途七における表現の混乱を避けることにしまし

た。従って，直按と11¥l接とを問わず，燃焼のj易

より飛び出る無数の点火物は，その大小を問わ

ずここでは、火の子V という名の範暗に入れ

て，研究を進めたのであります。ただし火の子

でなくとも，ここでいう火の子と同じような性

状を示して飛火を可能ならしめる煤（すす〉ま

た油を入れるトラム缶，火薬またはその他の薬

品などの爆発または引火物なども，ここでいう

飛火現象を研究する対象としました。

まず、火の子の分布及ひe着火力の程度を探究す

る方法の手掛りとして，これを形状及び飛散の

実態から次の 6つに分類し，その一つ一つにつ

いて，その性状を検討することに致しました。

すなわち

(a）粉状の火の子（火花も含む）

(b）体状の火の子

(c）葉状の火の子

c d) ;j)J(状の火の子

(e）塊状の火の子

cf)その他（飛火を可能ならしむる もの〉

などであります。



する火の子と

のお話

幸 次郎

3. 飛火という現象

火の子の分布は，千差万別であります。すな

わち，気流そのものが復雑であるのに，燃焼の

場よりたち昇る気流は更に複雑となります。燃

焼に関係なく吹く一般風とこの気流との組み合

せは，無数であり，かつ頗る複雑多l肢でありま

す。従って気象台，測候所または消防署などの

観測値だけを用いて飛火現象を整理して理論式

に乗せ得たとしても，火災現場での飛火の実態

を掴まえ得たとはいえないのであります。

鈴木清太郎博士は，このような複雑な実状の

なかで，火の子の分布をエツクマンのスパイラ

ルと称える流体力学の理論式を応してこの複雑

なる問題の解析を試み，横井氏は小倉公式を応

用して，火元より風下のどの辺が火の子の分布

の濃度の値が高いかを計算し，石田，塚本の両

氏は，彼等が実施した現場調査資料を駆使して

統計的推計法で飛火の実態を解説し，三原氏は

磁波大火の資料により，図解的に火の子の風下

への扇形分布説等を裏付し，火元よりの火の子

の分布の実態をそれぞれのケースにつき解析的

にまたは帰納的に証明しようと試みておりま

す。しかしながらこれらは，いずれもこの問題

を解く貴重なるアプローチの一つ一つであるに

は相違ありませんが，未だ決め手となる大火時

における火の子の分布に関し，すべてのケース

を解く一般式にはなっておりません。従ってこ

の課題に関する限り今後更に各種のアプロ ーチ

を試みその結果を積み重ねて行く必要を認める

のであります。この意味で私の火の子の分布に

関する過去15カ年の実態調査資料をもとにした

この研究も，一つのアプローチであります。

4. 火の子と飛火

火の子のなかでも直接着火危険のある ものと

間接的に着火危険のあるとに大別して，飛火の

可能性について考察検討致しました結果，次の

ような結論に到達しました。すなわちわが国都

市の木造建築群によって構成した街区を，一応

可燃物または易燃性物質の集合体とみなした場

合，第ーには直接着火力のある火の子が多数集

中的に落下もしくは付着した地域には飛火が多

数発生すること，第二には，たとえそれ自体着

火力を持たない炭化した粉状の火の子でも，こ

のようなものの堆積したところに点火物が落下

もしくは着火した場所には，飛火が頻発するこ

と。そして第三には完全燃焼して白色化した，

火事場より運ばれた飛散物は飛火には無関係で

あることなどが確認できたのであります。

また飛火は，必ず風下に発生していること。

ただし火災の場が風下の街端れの場合には，山

林火災または，野火以外は街区への飛火発生の

可能性がないのであります。従って，出火の場

が風上の街端れかまたは都市の市街化した中枢

区域内，その風下にあたる木造建築群に火の子

が降り落ちる範囲は，いずれも飛火危険にさら

される区域であります。なかでも，火元より主

風向の軸左右70くらいに聞いた扇形の範囲が最

大の危険区域であることを確めることができま

した。ただし，風速の増加にしたがって，この

扇形の角度は狭く，更に鋭角の扇形となること

は，既に鈴木博士の研究によって実証ずみであ

ります。また火の子の風下への分布距離はほぼ

風速に比例し，かつ多少の例外はあるとしても

小片の軽いものほど遠方に飛んでいく可能性の

高いことも確認することができました。

5. 風速と飛火の関係

大火時におきます飛火現象は，風速に比例し

た距離に発生するであろうという予想を樹てて

この研究に着手しました。すなわち，大火現場

における実態調査において，収集した資料を，

飛火発生の時刻と位置及びその時の風速並びに
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大主的における剤：k距凪k風亜ヒ町聞係
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このような時，風下にある可燃物としての木

造建物を構成する木部である下見，羽目その他

可燃性部分より燃焼ガスが出るほど受熱してい

るので，上のように火の子が吹き寄せると，あ

たかもガススト ーブをマッチで点火するように

｜瞬時に着火発炎するのであります。すなわち火

元より比較的至近距離にある木造建物の手頃な

個所に，火の子の吹き溜る場が与えられると，

そこが飛火の可能性の濃い場となるのでありま

す。このことが予想に反して，強風時にもかか

わらず，飛火の距離は比較的火元に近い風下の

100～200mの範囲に多数発生することになるこ

とが判明したのであります。

またBグループの場合は，燃焼の場より上昇

する熱気流が水平に吹く一般風よりも支配的で

ある場合が多いのであります。従って燃焼の場

より飛散する火の子は，この上昇気流に乗って

高く舞い上り，これらがある一定の高さ（換言ー

すると水平にl火く一般風が支配的になる高さの

,,., 。co.i ~ .:Oi) ょ山市

丹g’dSynthesis of初t-f1res川

Group’B’Conf/dgrat1ons. 

その距離〔火元よりの距離，第一次

もしくは第二次の着火点より次に先

生した着火点までの距離（推定し判

る｜浪りにおいて現状考察によって求

め得たもの〉〕などに区別しまして，

更にこれを各大火毎に表化並びに図

表化して，風速と距離とのほJ係が観

察できるように致しました。ただし

風速については，地元消防署→または

火災現場より蚊も近い気象台あるい

は測候所等による観測値でありま

す。

まず以上によって作成した図表を

出火u~，の風速が15m/sec以上のもの

（これをAグループと名付・けた〉と

15m/sec未満のもの（これをBグル

ープと名付けた〉との二つに大別

し，その特性を考察することに致し

ましfこ。

その結果は， i伎初の予想に反し，

Aグループに属するもの，すなわち

出火時刻の風速が15m/sec以上のも

のは，その75%が火元より100～200

mの範囲に，そしてBグループに属するもの，

すなわち出火時刻の風速が15m/sec未満のもの

は，その69%が火元より200～700mの範囲に分

布していることが実証的に切らかにできまし

す 曹

h、，。

図表 2

! " 
I 

! " 

/l 

‘会

だがAグループに属するものがなぜ風速に比

例せず火元に近接して飛火が多数発生している

のか。このことは気象特に火災現場の胤力の強

弱に関係があります。すなわち台風性の強風II~＇

の大火の場合は燃焼の場より上昇する熱気流の

強さより，一般風の方が支配的の力を持ってお

ります。従って燃焼の場より上昇する熱気流，

火流等は地面に押し圧せられるように吹き荒れ

るという状況になるのであります。すなわち火

元より飛散する各種の火の子は，このような強

風に押し流されて，地表面すれすれかまたは地

上を転がって，火元より比較的近い風下の可燃

物（この場合主として木造の建築群〉のところに

吹き溜るか，もしくは付着するものであります。
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ところ〉に述すると，一般風としての方向性を

持つ胤が吹き，これら無数の火の子を以下に吹

き流 し，結果としてAクソレープより遠方に辿搬

されることになるのであります。

火元がもしも風上の町端れのような場合には

風下の主風向に位置する市街化部分である建築

計毛は，可成遠方の範囲まで，火の子が降り落ち

る地域となるのであります。

すなわち前述と同様に無数に火の子の落下す

る範聞，つま り横井氏のいわゆる火の子の落下

する濃度の濃い区域が，Aク。ループより遠方に

あり，従って飛火が多数発性する範囲が火元よ

りzoom以上の範囲であるという結果となって

いるのであります。

このA及びB グルーフ。から次の"2-Ji：~を IJH1i在す

ることができると思います。すなわち，火の子

は風速に応じて遠方へ飛んで、行く可能性はある

が，飛火は必ずしも風速に応じて発生はしない

で反対に，出火時刻lの平均風速が15m/sec以上

であったような大火の場合にはむしろ反対に火

元に近い区域に発生する可能性が多分にあると

いうことであります。 （次の図表3参照〉

@J~ 3 ；、うと時l}l" •主；.； 氏、＇＇－＂ 7ルJ Y甲！
ド I~判1：＇！： ·守功

60 

CZZJ A’，..，ノプi、；；1t.>1fc火
亡二コB/Jレ ーアi~ 1;1寸志飛火

A ヲル 7" ／ 、 ［il1吾記火の.·，，~也絞

50 

40,, 

争量

」主

30，〆
I I) 11レア｛二 州1~ 花火。。敗夜分中

o"' 100 ~·oo 3ζ'O 400 SC'O 600 700 
l I ! i i ! 1 

'ii’ .1 ノ q•l 29タ Jデq 4ヲタ 59q 6『＇＂
一ー 民主主級芳；j

上表によりますとAクーループはその距離O～

99mの範囲に圧倒的多数の頻度分布をみ， しか

も100～199m, 200～299mといったように，そ

の距離が遠くなるに従って急激に頻度を減じ，

700m以上に到り頻度零という結果となってい

ます。

しかるにBグループとなりますと， 0～ggm 

の範四は極めて僅かの!JiJil主分布でありますが，

100～199m, 200～299mに到ってBグループの

極大の値となり 300m以上になるにしたがって

漸械的傾向をJ.J＇つ山総の制度分布を示していま

す。

ここに， j11jじ大火でも，一般風が支配的で，

水平に吹く強風 〈台風性…合フエンの場合…〉

下の出火がキツカケを与えた大火と燃焼の場の

上昇熱気流が立配的で、ある条件下の山火がキツ

カケを与えた大火とは，飛火の距離の在り方に

以上のような IJJ］維なる差）＇~のあることを碓める

ことができたので‘あります。

6. 木造建物と飛火の関係

大火H与における火の子が，都市の木造建築群

に飛火を与えるためにはどのような経路をたど

って成立するものでありますか，私は過去15年

11¥Jに，現地の実態調査によって収集した飛火に

凶する資料を，木造W4toへの着火力所別による

Mi度分布をとりまして，この研究の分析的考察

への第一の手掛りと致しました。すなわち次表

70 
国衣斗'tit火がか穿Jj頻度分布

60ト 56・5%
1 屋根
~ 1守主耳リ（~~－ tit:.)
δ 下克ヨ司自

4 怠 )j日ロ勾
5 物量
6 itの 4也
7 不祥
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フら，
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ハν
η

ν

A

U

今，
h

J
／

i
｜

頻
及
宏

都財所ヲ）j一一
の実態より判断致しますならば，木造建物に関

する限り，屋根葺材料の如何にかかわらず，屋

根が飛火への最大の場て、あり，軒廻り 〈軒裏，

庇，妻庇等〉の部分も，飛火を誘発する有力な

場であることが明らかにされております。また

木造建物の外壁を構成する垂直材である下見板

や羽目板なども，比較的に飛火を可能ならしめ

る好適な部分であることも確認できました。な

お窓，開口部の飛火というのは，この部分を突
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破口として，火の子が建物の内部に侵入してゆ

き，建物の内部の可燃物に着火して飛火となっ

たものを意味するのであります。現実の大火に

おいて，このようなケースによる飛火現象は，

相当ある筈でありますが，信活性のあるデータ

が現地調査においては掴み難いのであります。

その結果表1においては僅か 3.0%に近い資料

しか収集できなかったのでありまして，この表

の結果だけで，：乱開口部は飛火に刻し比較的

安全であると判断するのは早計であると思いま

す。

窓，開口 古~）は大火H与において熱の Radiation

火焔及び熱気流などによる連続的延焼への最も

有力なる場であることは，すでに昔の大火の実

態調査報告並びに他の実験的研究者によって尖

証ずみである。

7. 屋根葺材料別による飛火の実態

ここで， 表 1より， 57%ものl¥';jし、比率をな、し

た屋根への飛火はどのような経路をたどるもの

か，屋根茸材料別に，屋恨構造実態から次のよ

う分析的に検討をしてみました。

7. 1. 瓦茸屋根の場合

瓦そのものは，不燃材料で飛火の恐れのない

屋根葺材料でありますが，屋恨を椛成する耕＇i!Zi
条件の一つである瓦下地が可燃材料である木材

（極，野地板，布Ii板等〉によって構成されてい

る結果，瓦葺の重ね目の部分における微小な隙

間あるいは，軒先の瓦と広小舞のところに生ず

図 1 Eο亜日自の「押悶JJ ')I要人L・こ

火の干の炭化灯の吹き ＇ i.] • ） 図 解

7 __,,:._ ／土届値［ニηり（"fl• l 

~三 重板 （工島匝どもいう）

る間隙（かんげき〉などが，粉状の火の子ある

いはそれらの炭化物を，そのような可燃物のあ

るところに侵入さす有力な場で，そのようなと

ころに堆積した粉状の炭化物に極く僅少な点火

物が接触しただけで着火し飛火のキツカケを与

一28-

回2 事千里よリ借入する火花（；＼パーワ）｛町民化初

(1世粗干）の吹さ溜る II閉

スパー7の
侵入すると二ろ

えるものであることを大火現場の実態調査によ

って確めることができました。 （碓井博士はこ

の事実を実験的に確めています。）特に歪の多

い塩焼の赤瓦は重ねに間隙が多く間接的危険を

内蔵する粉状の炭化物を瓦下地としての可燃物

の表面に堆積さすところの吸引性の強いドラフ

トが起ることも判明しました。

7. 2. 薄鉄板， トタン板葺屋根の場合

屋恨葺材料としての鉄紋そのものは，瓦同様

に不燃材料でありますが，鉄板は熱の伝導性が

よいこと，強風時にはめくれて，屋根地下であ

る野地紋もしくは他の木部を裸のまま露出する

ことなどが飛火を誘発する素因となっているこ

とを，岩内，新潟及び大館 1等の大火の実態調

査のなかから具体的に知ることができたばかり

でなく，早大の十代田博士や田村及び神山氏等

による実験は，筆者の現場調査による熱伝導に

よる飛火への認識を更に裏付ーけしたものであり

ます。すなわち鉄板葺の屋根への飛火は，鉄板

の剥離によるものと鉄板の性質である熱伝導の

よさによるものとこつのケースがあることを確

めることができました。

図3 強風に吹き飛ばされたトタン葺屋根



7; 3. 草屋根（藁，茅，萱等〉

の場合

臼~.~：

古くは明治40年7月3日の水戸市

の大火，最近て、は，富山県繭波村及

び秋田県山瀬などの大火のように，

機関車の煙突より吐き出した砂状の

石炭の点火物が草屋根に落下もしく

は付着して発生した火災が大火にま

で拡大した実例はわが国には甚だ多

いのであります。 択の子の M1' c気’ い盟星1自のl¥1医

元米，草葺屋根というものは，火

災時に火元よりたちのぼる各種の点

火物が付着しやすい性状なので，ま

ず飛来してきた点火物による着火の

初則には，ほとんど気付かれない状

態で，牒焼を続けるのが普通であり

ます。この様焼の進行方向は，屋根

除草憎 （禅 宜、fl，与tkηZつれる）
事喝ホ出町刀の 寝苦の証制

例1a 上野容 J, 邸 1•11~ 川岸口君主

図 4.d 火の干JJi附音し犀担車lこh

え謹みや寸い蕎胃星iR

；~の 手 ~~附着しや

寸く量火した場合

は、火が屋根差に

浸透しやすい筆屋

根 の揖澄

をuくために差し込んだ藁棒の方向でありま

す。であるから着火から暫時経過して，外部か

ら煙や火焔が認識できるまでに到った頃は，屋

根裏全体に火焔が行きわたり，爆発的に発焔せ

んとする寸前であるのが，草葺屋根への飛火着

火の特徴であります。 〈極く僅少部分の着火状

態から次第に発達して大事に到るという経過は

瓦葺屋恨の場合とほぼ一致しています。〉

7. 4. 木羽板（トントン，柿板等を含む〉

杉皮，槍皮及び板u等の屋恨の場合

木羽立屋根付111反， トントン板及び世石式コ

パ板及びこれに却するものをすべて含む〕の場

合は，木がよく枯れてくるにつれて，すなわち

晴天で乾燥した空気（低温度〉の時には上向に

反るのである。 （置石式の場合も同様〉しかも

大火時ともなれば，風上より熱気流が吹き寄せ

てきて，たちまち気乾状態なり，風上よりの火

の子を受止め易いように上向に反って着火を待

っているという状態になるのであります。つま

り柿似古屋根に点火状態にある各種火の子が，
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最も着火し易い条件となるのであります。この

実情を最も端的に露呈したのが，能代 llと大館

llの駅前の大火における飛火による延焼の実態

でありました。ただ木羽葺屋恨への飛火の村倣

は，杉皮葺と同様に，着火発焔が著しく，迅速

であることであります。地方都市での乾燥強風

下の（特に北陸フエン と1かされるもの〉出火が

大火にまで拡大する要因の多くの場合は，木羽

板葺屋根の存在が飛火への媒イ本物となっている

のが注目すべき点であります。 切りくを容易な

らしむる媒体というA（では草屋恨も l11J燥であり

ますが，着火の実態が認識できるのは，前者よ

りはるかに速かなことが前者と相具する点であ

ります。〉杉皮葺の場合もまた木羽葺とほとん

ど同 じような態様を示す飛火への媒体物であり

ます。

ただ檎皮（ひわだ〉葺（神社建築における似

葺も含む〉の場合だけが，草葺屋板と全く同じ

ような経路をたどって飛火となっています。す

なわち火の子による点火もしくは着火は頗る容

易でありますが，点火，着火の初期の段階では

① 

．僚K折2とニすηる－’ 

憾 河、

①④J I L柿苗

④ 
~色でご同•1 ; ① キ！Tri II 

＠ 
機押事象

図5 柿にけり）ヒ杉皮寄屋根詳細

（；柾 柿 トントン木羽コ川）

古〈官って tii申すると．上向にソリ力工リ

火民践にI；）火司干が吹き盲＇）引コ付 革、やす〈宮る，
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全く草屋根｜司様， :X~ イ、jかれ向程度の極小の着火

状態であります。すなわち木羽茸，杉皮J｝：の場

介には，初期の段階においても，着火，発焔し

燃焼弘大への進行方向は大体において屋根勾配

に治って進行してゆくのに対し，杉皮茸及び板

葺屋根の場合は，着火した初期の段階には，草

屋tRと｜司燥に，着火の有無がわからないほど極

小で， j也じからはおおむねわからない状態であ

るのが？？通であります。ところが，着火してか

らの燃焼のすすむ方向は，幾枚も重ねて相当）！，i

I床を持たした，その重ねの方向すなわち斜（な

なめ〉に浸透するように，進み智くして屋根裏

に達した頃には，着火面積も大きくなり，かっ

熱の蓄積も相当となり，発焔と同時に爆発的に

燃え拡がるという経路を辿って燃え拡がるのが

普通であります。要するに槍皮葺屋根の飛火の

~l~J'性は，着火の初期は極小であっても ， 一度び

着火する となかなか消えないで，屋根裏の方向

に燃え進み，発焔の段階に達する と爆発的に燃

焼を拡大してゆくという性状を持っている点で

あります。

ーの副 桂皮葺

板葺

図6 桧皮及び板葺屋根詳細

日4日平肝附着しやすく、トフ着点 L三ヒ！ t•. ，，貫ポ

且権事i二同って葺透して記〈桂荻を符フ荘度また ＇＂桓 聾

白星棺構這（神社また l<lF里 御所宮殿あるい Z高宮

建需に普くの例をみ~－）



8. 屋根以外の部分への飛火

8. 1. 羽目，下見板などの場合

木造建物の外壁の仕上材として羽目，下見な

どの板材は，その厚さがおおむね 1～ 2cm前後

のものが使用されているのが普通であります。

このような垂直材がどのような経過で飛火にな

るか以下この点を検討してみましょう。

すなわち，上記のような屋根のケースと異な

り，風上よりの熱気流熱のRadiationなどで，

木部の含水率が極度に低下し，すでに燃焼ガス

が出はじめているという条件が構成されている

ところへ，風上よりの点火物が無数飛来し，こ

れらに付着すると，途端に着火発焔し飛火とな

るのが，これまでの現場で判明した実態であり

ます。だがこの着火現象のほとんどすべての場

合が，熱の Radiationまたは火焔の妓触による

延焼か，あるいは飛来した点火物による着火×

か，全然区別が付きかねるのが火災現場での実

状であります。従ってここに拾い上げた件数

は，確認し得たもののみで，実際は無数あるはず

です。従ってここで件数の僅少なことが，飛火

への安全性を量的に示すものでわありません。

ます。このことが結果として，露出した木骨部

（柱，胴差，筋違）に着火燃焼せしめ，建物の

内部にまで引火し，大事に到らしめているので

あります。 （三重県以西の袖壁付塗家の妻部に

多くその実例を見る。〉

8. 2. 窓，開口部の場合

a）耐火造高層建築の場合

大火時に，高層建物の窓ガラス（ただし網入

のものを除く〉が，風上よりの熱気流，熱の

Radiationなと・で亀裂が入ったようなときには

風上よりの点火した飛来物がこれに衝突してた

やすく破壊する事例が甚だ多かったのでありま

す。風上より飛来してくる無数の点火物は，こ

の個所を突破口として，建物内に侵入してゆき

内部の到る ところに吹き滑るかもしくは付着し

ます。~.＇i＇にデパートメントス トアの虫日きは， 内

部にセルロイド製品のような易燃性物質を床上

に商品として多数内政しています。すなわちこ

のような易燃物もしくは可燃物を媒体として，

飛火を発生せしめているのであります。（静岡，

福井，新潟等）従って，大火時においては，高

層建築の窓開口部は，適性な防火手法が施され

かつ非常時において，適当な防御作業が講じら

れないかぎり，飛火危険への

脆弱点であることが確認でき

ました。（新潟大火において〉

b）木造低層建物の場合

普通木造建物は窓，開口部

が，柱から柱の間全部という

のが，和風木造建物の主なる

特徴であります。 （ただし例

外はあるとしても，一般的に

は，北側は防リ長上関口部は必

要最小限度になり，南側の採

松阪市）町町家 ． Jt吻は土壇主臣分

冊！Ihmフ車返し重量馳Lt.こ聞西阻日建

て方であるが刊号庇や軒庇のどころへ下

胃式板張の垂れ壁まに1;J量れ庇在設け エコー図ワ太古日奇 刊の子州車L付い民家」・ 光側に広く開放的に設けられ
て晶＇－＇・これが古由干の件1事Ht喜易にしている． 7 （三重県下 古市） j,,1 

’ "'' るのが常通であります。〕

飛火の可能性につき，特異な事例としては，

以上の他に妻都外壁を裏返し塗の上に，竹押縁

で杉皮の表面仕上げしてある場合であります。

杉皮それ自身火の子の付着性も着火性も頗る火

災危険の高い材料でありますから，火災中点火

物の付着によって着火発焔は比較的容易であり

このような開放的な木造建物は，大火時にお

いて，風上より飛来してくる，無数の点火物に

対しては，無防備な状態におかれることになり

ます。すなわち大火の際（鳥取大火〉避難や家

財の持出などのため，雨戸や硝子障子などが聞

いたままに放置されているケースが最も多いの

- 31 -



図 B
＊の子 n（骨1着地楠主t1~11J; >ll•J 
Lや苛い胞方郡市（飯田市）の民~

物干審庇 自 閉 口 郎 下 草

1947 4 20 1飯田市文火姥!t'Jのー田i

であります。火の子はおおむねこれらの個所よ

り建物内部へ侵入しているのが大火川に飛散す

る火の子の性状であります。

紙と木が主要椛造材である和風建築が大火時

に，その開口部より，点火物が無数侵入してく

れば，建物の内部の易燃物もしくは可燃物を媒

体として，飛火が発生するのは，極めて自然、の

成行きであります。木造都市における大火の際

の屋根以外の飛火で開口部の場合が，ほとんど

このケースのものであります。

8. 3. その他の場合

物置，物干，窓の日除け，物干に干しである

諸々のもの，野積の材木，製材工場構内に乱i散

する大鋸屑（オガクヅ）， 鈎府（カンナクヅ〉

及び屋外に持ち出した家財などを媒体として飛

火となっている事例は大火時には砂くありませ

ん。すなわちこれらは，いずれも火災時に風上

より飛来してくる無数の火の子すなわち点火物

が吹き溜ったり，付着したりして新火，発焔し

て飛火となるための好適な妨げ本になっているの

であります。 （飯田，芦原等の大火に多くの事

例をみました。）

またドラム缶の爆発などによって，油製物が

降り注ぐように落下し付着したり，あるいは戦

争中の空襲の焼夷攻撃に使用した油製物の落下

が同時多発性の大火を起したり，あるいはまた

地震，火山の爆発，あるいは火薬工場及び研究

室などの薬品等の爆発が誘因となって，同時多

発性の火災を生じますが，これなどは一種の飛

火火災とみなせるのでありますが，これらはこ
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こでは一応このお話から除外す

ることに致しました。

9. 総括（しめくくり）

木造建築の飛火への脆弱点は

上記のように火の子の形状並び

に性状によって異なるのであり

ますが，何んと申しましても大

火時に煙のように飛散する粉状

の火の子の炭化物は，建物の何

，~· 処へでも侵入してゆき，まこと

に始末の悪いものであります 。

特に， ijFf裏の桁（けた〉と概（たるき〉のせい

だけの隙問〈すきま〉である「メンド」の部分

に，常に屋根裏（小屋組〉へ吸引するドラフト

が流れますが，ここが天井裏，屋根裏などに無

数粉状の火の子を侵入さす場であります。とこ

ろがなかには炭化以前の点火したままで侵入す

る火の子もある筈です。この微小な点火物が屋

根裏のあらゆる部分に堆析した粉状の炭化物あ

るいは煤などに接触すると，飛火への着火がは

じまるのであります。また屋根葺材料によって

は，上記のように飛火態様にもさまざまな特質

を与えるものである こと が確認できましたの

すなわち，瓦葺，棺皮葺，板葺及び草葺等の

屋根の場合，最初の極小の着火から発焔まで，

5～20分くらいを経過してから飛火現象を認識

するのに，柿葺，杉皮葺の場合などは，その日

の温度にも関係致しますが気乾状態でも，風が

吹いていれば，前者より速かに着火発焔するこ

とがわかりました。そして着火から発焔までの

経過は，柿板が燃焼ガスが出るまで加熱された

ときと，普通の気乾状態のときとでは，着火の

時刻に相当のズレのあることも認めることがで

きましたが，大火時の場合は，柿板，野地板，

羽目板等はいずれも相当の時間受熱し，木材の

合水率が非常に低下し，燃焼ガスが既に出はじ

めた頃に，点火物が接触して着火し，飛火とな

るケースが甚だ多いことも判明致しました。こ

のような場合には，火の子から飛火となるまで

の時間は，接触と同時かも知れませんが， 機関

車の煙突よりの砂状の石炭の点火物が着火して



飛火となるのは，可成の時聞が経つτから，す

なわち微小な着火状態が気が付かないで放置さ

れてあったことから出火しているケースが甚だ

多いのであります。従って，飛火と一概に申し

ても

の子を吸引するドラフトを生じる状態にあ

ったことによるもの。

5）飛来した火の子が着火性の油製物であっ

たことによるもの（焼夷弾， ドラム缶など

の（爆発地，麓及び火山などの爆発〉

1〕機関車よりの砂状の点火物が柿（こけら

いた〉または杉皮葺屋根に落下して，微小

な着火状態が気付かれない11¥Jに，大きくな

り最初の火元となったもの。

6）震動に帰国する同時多発性の出火点が生

じたもの。

7)その他（花火工場，薬品などの爆発）

等があることが判明致しました。

2）火元より無数飛散してきた，着火力のあ

る火の子が風下の木造建築群の各種の屋根

に落下も しくは吹き溜りなどによったもの

3）建物は頗る疎散して存在していたが，建

築群が風下であり，かつ屋根が火の子の着

付に最適の材料であったことによるもの。

4）木造建物の軒廻りの構造上の特質から火

要するに 、火の子M は飛火を生ぜしめる有力

なる素材であり，飛火が火災を大火にまで拡大

せしめる有力なる因子であります。従って火災

時に飛火という現象が完全に発生しない都市構

成でありますならば，今日私達が毎年苦しめら

れている都市大火という災害も相当減少してい

たでしょう。

（筆者 ・損害保険料率算定会火災保険部〉
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日本損害保険協会刊行物 （実費配布 ・送料不要〉

1冊実費 (12) 電線工場の火災危険と対策

「予防時報」 （季刊雑誌〉 3 (l円 (13) アルコール及ひ・合成酒工場。
「防火検査便覧」 s 0円 (14) 印刷イ ンキ工場 ’e 
「どんな消火器がよいか」 5円 (15) 電気通信機工場 " 「自動火災報知装置」 5円 (16) 製紙工場 // 

「危険薬品類」 8円
(17) 塗料工場 " 「危険薬品の保管取扱に関する注意」 5門
(18) ゴム工場 ” 「とっさの防火心得帖」 6門

「防火委員会設立要綱」 9円 (19) 羊毛紡績及び毛織物工場か

「映画フィルムの火災危険と対策」 1 8 P-1 (20) 乾電池工場 // 

「汽缶室及び煙突煙道等の防火対策」 2円 (21) 紙袋工場 " 
「乾燥装置の防火対策」 5門 (22〕 織物染色整理工場 ，， 

防火のしおり 各錆共 1 古~I 5門 (23) エーテル工場及びアルコール工場。
「住 宅」 (24) アスフアル ト工場 // 

「料理飲食店」
(25) 皮革工場 " 「旅館 ・ホテル」
(26) 製靴工場 " 「アパー ト」
(27) 硝子製品工場「学 校」

「商 店」 (28) 鉛筆工場 ’s 

「劇場 ・映画館」 (29) ドライクリーニング工場。

「一般事務所（木造）」 (30) 製綿工場 ，， 

（以下統刊〉 (31) 紙器工場 // 

業態別工場防火資料 各号共 1冊 1 0円 (32) 精麦工場 // 

c 1〕 製粉工場の火災危険と対策 (33) 紡績工場 " (2) 油脂製造工場 (34) 化粧品工場 // 

( 3) セルロイド加工々場 勿

(35) 精糖工場 ，， 
(4) 印刷工場

(36) 家庭電気器具工場 " (5) 自動車整備工場
(6) ベニヤ板工場 (37) 塗装工場 " // 

(7) 電球工場 (38) 自転車工場 ，， 

(8) 営業倉庫 " (39) 特紡工場 ’P 

(9) 石鹸工場 // (40) ミシン工場 ，， 

(10) 製薬工場 ，， (41) 合板工場 ’P 

(11) 菓子工場 〔以下統刊〉

注「防火検査便覧」 以外のものは少部数の申込には無償で提供することがあります。

東京岱千代凶区神間旅館町3～6
書籍 「工場の防火指針」・・・発行所理工図書株式会社 定価550円 （婆送料〉

日本損害保険協会製作オートスライド及び 16弘映画
オートスライド シネj仮価格

「消火器 ・その選び方と使い方J

定価 （フ ィノレム録音テープ共） ¥6, 500（送料不要）

「火災報知機」 ， 。4,400( 。 〉

「電気火災の話」（東京消防庁製作
日本損害保険協会編集〉。 4,800( 。 〉

「プロパンガスの安全ABCJ 114,600( 。 〕

「損害保険の話J "3, 500( 。 〉

16弘映画フィルム （要送料〉 ご希望によりお貸しし
ますが，備付数量が少ないため，場合によっては
おことわりする ことがあります。

「私達の家庭防火J
「燃えない街」
「一人は万人のために」
「音楽一家」
「工場の防火J
「街を守る子たち」
「修学旅行」
「ともだち」
「ただいま勉強中」
「タツちゃん一家」 ーー・総天然色
「燃え上がる炎」
「日本の民家」

全 2巻

全 3巻

全 2巻

全 3巻

全 5巻
~－＂＇ ～、，、向A’V』
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発行所社団法人日本損害保険協会
電話東京（251)0141（代〉 ・5181（代）
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